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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
新
た
な
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
メ
ニ
ュ
ー
の
円
滑
な
活
用
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日
に
社
会
保
障
審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
二
千
十
九
年
度
介
護
報
酬

改
定
に
関
す
る
審
議
報
告
」
（
以
下
「
審
議
報
告
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
に
創
設
す
る
新
た
な

処
遇
改
善
加
算
（
以
下
「
新
処
遇
改
善
加
算
」
と
い
う
。
）
の
加
算
の
取
得
要
件
に
つ
い
て
、
「
現
行
の
介
護
職
員
処
遇
改

善
加
算
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
を
取
得
し
て
い
る
事
業
所
を
対
象
と
す
る
こ
と
」
、
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
職
場

環
境
等
要
件
に
関
し
、
複
数
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
及
び
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
基
づ
く
取
組
に
つ
い
て
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
を
通
じ
た
見
え
る
化
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
審
議
報
告
に
お
い
て
は
、

「
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
に
お
い
て
、
月
額
八
万
円
の
処
遇
改
善
と
な
る
者
又
は
処
遇
改
善
後
の
賃
金
が
役
職
者
を

除
く
全
産
業
平
均
賃
金
（
年
収
四
百
四
十
万
円
）
以
上
と
な
る
者
を
設
定
・
確
保
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
者
を
「
小
規
模
な
事
業
所
で
開
設
し
た
ば
か
り
で
あ
る
等
、
設
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
合
理
的
な
説
明
を
求
め

る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
新
処
遇
改
善
加
算
を
算
定
す
る
全
て
の
事
業
所
に
お
い
て
「
月
額
八
万
円
の
処
遇
改
善
と
な
る
者
又

一



は
処
遇
改
善
後
の
賃
金
が
役
職
者
を
除
く
全
産
業
平
均
賃
金
（
年
収
四
百
四
十
万
円
）
以
上
と
な
る
者
を
設
定
・
確
保
」
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
考
え
方
に
沿
っ
て
新
処
遇
改
善
加
算
の
詳
細
を
検

討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
全
国
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
、
年
収
四
百
四
十
万
円
を
上
回
っ
て
い
る
職
員
」
の
人
数
等
に
つ

い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

二


